
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

３８０ 腸疾患（腸炎等）がなく、抗生物質又は化学療法剤の投与がない場合

の耐性乳酸菌製剤の算定について 

 

《令和６年１１月２９日》 

 

○ 取扱い 

 

腸疾患（腸炎等）がなく、抗生物質又は化学療法剤の投与がない場合の耐性

乳酸菌製剤（ビオフェルミンＲ散等）の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ビオフェルミンＲ散は、添付文書の効能・効果に「下記抗生物質、化学療法

剤投与時の腸内菌叢の異常による諸症状の改善」と記載されており、下記抗生

物質とは、「ペニシリン系、セファロスポリン系、アミノグリコシド系、マク

ロライド系、テトラサイクリン系、ナリジクス酸」である。 

したがって、腸疾患（腸炎等）がなく、抗生物質製剤又は化学療法剤の投与

がない場合の本剤の必要性はないと考える。 

以上のことから、腸疾患（腸炎等）がなく、抗生物質製剤又は化学療法剤の

投与がない場合の耐性乳酸菌製剤（ビオフェルミンＲ散等）の算定は、原則と

して認められないと判断した。 
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